
特定非営利活動法人千石ひろは実行委員会定軟

第1章 総則

(名 称)
第 1条 この法人Iよ 特定非営利活動法人千石ひろは実行委員会という。

(事獅 )

第2条 この法人|よ 主たる事務所を東京都文京区千石四丁目5番 2号 水野マンション101号室に置く。

(目 的)
第3条 この法人は、子どもから大人、高齢者まで、主に文京区千石に暮らす幅広い層に加え、この地域で働

く人たちなど、千石の町を行き交う誰もが知日こ利用できる居場所を提供することによって、人と人の

ふれあいや黎がりをより強く固めていき、社会問田となつている地域コミュニティの希薄化や高齢者の

孤立、また陣bヽ嗜の災害への不安などの解消の手助けにつとめ、誰もが安心して生活できるまちづく

りに貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の秘D
第4条 この法人|よ 前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福拠の増進を図る活動

(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を回る活動

(3)地域安全活動

(4)子どもの健全育成を図る活動

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営測ま活動に関する連絡、助言又は援助の活動

C喋の種0
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1)自

"僣
Ю 交流1倒脇日出喋

(2)地域住民団体の活動支援事業

(3)地域住民の生活支援事業

(4)地域住民交流のための飲食店の経営事業

(5)その他目的を達成するために必要な事業

2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)物品販売業

3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げ`夕事業に蜻 がない限り行うものとし、その利樹よ 第 1項に掲
げる事業に充てるものとする。



第2章 会員

(種 別)

第6条 この法人の会員:よ 次の2種とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法 (以下「法」という。)上

の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛助し賛助するために入会した個人及d団体

(入 会)

第7条 会員の入会について!よ 1嘲毒日円ま定めない。

2 会員として入会しようとするものiよ 理事嘔渤1甥」に定める入会申込書により、1理事長に申し込むもの
とし、理事長|よ 正当な理由がない限り、入会を認めなければならない

3 理事日ま、前項のものの入会を認めないとき!よ 速やかに、理由を付した書面をもつて本人にその旨
を通知しなければならなしヽ

(会 費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなけ相まならない。

(会費の不IBD

第9条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品Iよ 返還しない。

(会員の資格の費知

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合に:よ その資格を表失する。
(1)退会届を提出したとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団僣めヽ 肖滅したとき。

(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(1日 会)

第 11条 会員:よ 理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。

(除 名)

第 12条 会員が、次の各号の一に製 するに至つたとき|よ 総会の議決により、これを除名することができ

る。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2前 項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければ
ならない。



第3章 役員

(種別及ι版蟄D
第 13条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理申  3名以上10名以下
(2)監事  1人以上2人以下
2 理事のうち1人を理事長とし、2人を目1幡率長とする。

(選任等)

第 14条 理事及び臨劇よ 総会において選任する。

2 理事長及び薔:嘩率長|よ 理事の互選による。
3役 員のうちに:よ それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含
まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれる

ことになつてはならない。

4 法第20条の各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
51脚引よ 理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

職 初

第 15条 理事日ま、この法人を代表し、その業務を総理する。

2理 事長l… よ 法人の業務について、この法人を代表しない

3 副理襲日よ 理事長を補佐し、理事長に事故があるとき測諄 長が欠i力こときIよ 理事長があらか

じめ指名し却贋序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執

行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定

款に違反する重大樽 邦 あることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第 16条 役員の任期lよ 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠、又は増員によつて就任した役員の任期:よ それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定に力功わヽらず、任期満了前に、総釦こおいて後任の役員が選任された場創よ 当麟総会
が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日

後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

4 役員は、辞任又は任期繭i了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。



(欠員補充)

第17条 理事コま監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときlよ 遅滞なくこれを補充しなけ

れ1まならない。

解 0
第 18条 役員が次の各号の一に該当するに至つたとき:よ総会の機映により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合!よ 議決の前に当骸役員に弁明の機会を与えなければ

ならない。

(器 )

第19条 役員は その総数の3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理嘩晨が別に定める。

第4章 会 議

(種 別)

第節条 この法人の会鋼よ 総会及び理事会の2種とする。

2鯛 よ 通常総会及び陶時総会とする。

(報会の陶カ

第21条 総会iよ 正会員をもって構成する。

解験の権屹|

第22条 総会よ 以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)会費の額

(8)資産の管理の方法

(9).長期借入金その他新たな1義務の負担及ι月雀利の1放棄

(10)解散における残余財|1産の帰1属

(11)事務局の組織及罐

(12)その他運営に関する重要事項



(総会の馴辮∋

第四条 通常総会|よ 毎年1回開催する。

2 臨時総会!よ 次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき

(2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の請求があつたとき。

(3)監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集したとき。

(総会のittD

第2条 総釦よ 前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2理 事劇よ 前条第2項第 1号及び第2号の規定による請求があったとき|よ その日から30日以内
に臨時総会を招集しなけ‖まならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、1場所、目的及び審議事項を記載した書面又はヨ曲的方法によ
り、開催の日の少なくとも5日前までに通畑しなければならない。

(紹法のittD

第5条 総会の議員よ その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定刷ω

第郎条 鶴 よ 正会員総数の2分の 1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の働力

第27条 総会の議決事項は 第郎条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、緊急

の場合についてIよ 総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすること力贅きる。

2総 会の陣剌よ この定款で定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもつて決し、可否同数のと
き!よ 議長の決するところとする。

3理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面又は電磁
的記録により同意の意思表示をしたときは、当骸提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(総会での表渕隆等)

第28条 各正会員の表決樹よ 平等なものとする。

2や むを得ない理由により、総会に出席できない正会員iム あらかじめ通知された事項について書面若
しくは電磁的記録方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したもの
とみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その1議事の議決に加わることができない。

e会の議引ゆ
第
"条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日日寺及て刃嘱幅斤



(2)正会員総数及び出席者数 (書面若しくは電磁的記録方法による表決者又は表決委任者力くある場合

にあつて!よ その数を付出すること。)

(3)審議事項

(4)ヨ中申り,需Ь□VD綱嘔要,lι月日0央
`D歯

昌果

(5)一 人の選1任に関する事項

2 議事録に!よ 議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名しなけれ
ばならない。

3 前 2項の規定に力喘わ らず、正会員全員力増固又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことによ

り、総会の決議があつたとみなされた場合においてIよ 次の事項を記載した議事録を作成しなけれまな

らない。

(1)総会の決議があつたものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があつたとみなされた日及び正会員総数

(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

軽専会の榊カ

第∞条 理事会は 理事をもつて構成する。

ep聾会の相靖D

第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1)総会に付議するべき事項

(2)総会の議決したi事項の執御こ関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

∝事会の1馴D
第2条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上の理事から理事会の目的である事項を記載した書面により招象の請求が

あったとき。

(3)第 15条第5項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

(理嘩会の1目Ю

第
"条
理事剣ま理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があつたときは、その日から14日以内に理事

会を招集しなければならない。

3理 事会を招集するとき|よ 会議の日時、場所、目的及鯛 H静事項を記載した書面又は電磁的方法に

より、開催の日の少なくとも5日前までに蜘 しなけ相まならない。



帽事会の議D
第

“

条 理事会の議卿ま、理事長がこれにあたる。

軽事会の議カ

第

“

条 理事会における議決事項|よ 第
"条
第3項の規定によつてあらかじめ通知した事項とする。

2理 嘩会の議事:よ ヨ事総散6囲畔数をもつて決し、可否同数のときは臓晏の決するところによる。

G専喩の表決権等)

第

“

条 各理事の表決権|よ 平等なるものとする。

2や むを得ない理由のたa棚障会に出席できない理事は、あらかじめ敵口された事項について書面を
もって表決することができる。

3前 項の規定により表決した理剪よ 前条及び次条第 1項の適用について!よ 理事会に出席したもの
とみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理朝ま、その饉事の期劇こ加わることができない。

輻事会の議事勲

第37条 1理事会の,議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日ロキ1及【
"嘱

讀斤

(2)1理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)属義ヨ贅つ串Ь]MD欄目目1及UЧ醸央α療里果

(5)1ロロ「繭闇目名人の選1任に関する事項

2議事録に|よ 議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が配名押印又は署名しな出日ま
ならない。

第5章 資産

(資産の囀賄D
第田条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。

(1)設立当初の財産目鋼こ
=調
tされた資産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分)

第
"条
この法人の資産1よ 特定非営利活動に係る事業に関する責産、その他の事業に関する資産の2種と

する。



(資産の管理∋

第

“

条 この法人の資産|よ 理事長が管理し、その方法|よ 総会の議決を経て、理申春昴甥1に定める。

第6章 会計

(会計の原則)

第41条 この法人の会,計よ 法第27条各号に掲げる原則に従つて行うものとする。

(会計の区分)

第2条 この法人の会計よ 特定非営利活動に係る事業に関する会計、その他の事業に関する会計の2種と

する。

嘩礫年的

第43条 この法人の事業年度は、毎年4月 1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。

鱒曝計画及び予詢

第 4条 この法人の事業計画及びこれに伴う予鼎よ 理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第

“

条 前条の規定にかかわらず、範 を得ない理由により予算が成立しないときは、理事劇よ 理事会の

議決を経て、予1胴泣の日ま
‐
輔暉味鋼菫の予鋼こ準回蟷鑽囲を講じること力tきる。

2前項の収益費用|よ 新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及m
第

“

条 予算の成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加又は更正を

することができる。

(事業計画及びi関動

第■条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照衰及び財産目録等の決算に関する書類は 毎事業年

度終了後、速やかに理事長が作成し、1監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2決 算上剰余金を生じたときは 次事業年度に繰り越すものとする。

鮨出の措勘

第8条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄

をしようとするときiよ 総会の麟決を経なければならない。



第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の刻 D
第●条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による機

決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項についてiよ 所轄庁の認証を得なければならな

い。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なけ打まならない事項を除く。)した
とき!ム 所轄庁に届け出なければならない。

解 詢

第
"条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決臓

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するとき:よ 正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ
ならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なけ相まならない。
4 この法人が解散(破産

…

決定による解散を除く。)したときは、1総会において選任する場合を

除き、理事がその清算人となる。

(残余財産α瀾開D
第51条 この滅ひめ轍 (合併又は敏産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、

法第 11条第3項の規定に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。

(合 併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、
所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方】D
第53条 この法人の公告は、この法人の陽示場に掲示するとともに、官報に椰載して行う。ただし、法第28
条の2第 1項に規定する貸借対照表の公緒について|ム 内閣府ⅣD法人ポータルサイトに掲載 して

行う。



第9章 事務局

C嚇局の設置等)
第瞬条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2事務局に|よ
…

び必要な職員を置くことができる。

3事 務局長及朧 の任免は、理事長力桁 う。
4 事務局の組憾及び運営に関し必要な事項は、総会の饉決を経て、理事獨い甥1に定める。

第10章 雑則

(細 則)

第5条 この定款の施行について必要なコ頃!よ 理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附   則
1 この,定細ま、こ|の法.人の月魅Lの日からl施1術Fζ「る。
2こ の法人の設立当初の役員!ム 次のとおりとする。
理事長    小田巻 善雄
副理事長   宇賀治 みや子
日暉事長   ノヽ木  茂
理 事     伊東 久信
理 事   長谷川 陽―

理 事   斎藤  明
監 事   江口 進
監 事   加藤 貴美江
3 この法人の設立当初の役員の任期|よ 第16条第 1項の規定に力功わ`らず、成立の日か ら令和9年

6月 30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業年度:よ 第43条の規定にかかわらず、成立の日から令和8年 3月 31

日までとする。

5 この法人の設立当初の事業計画及び予1口よ 第44条の規定に力功 わヽらず、設立総会の定めるとこ

ろによるものとする。

6 この法人の設立時の会費は、第8条の規定に力功わ らず、次に掲げる額とする。

年会費 正会員  個人  1口  1, 000円  (1日以上)
団体  1日  3,000円 (1日以上)

賛助会員 個人  1口 1.000円 (1日以上)
団体  1口  3,000円 (1口以上)



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係) 設立 。役員変更用

を見 員
`艦

:1姜彗|(役員名簿及び役員のうち報目を受ける者の名簿)

特定非営利活動法人 千石ひろば実行委員会

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

イ

ご

2 役員一覧

役 名
(フ リガナ)

報酬の有無 役職名等
氏  名

理事
オダマキ ヨシオ

小田巻 善雄
無 理事長

つ

‘ 理事
ウガジ

宇賀治

ミヤコ

みや子
無 副理事長

理事
ヤギ

八木

シゲル

つド
′
^

缶 副理事長

■
● 理事

イトウ ヒサノブ

伊東 久信
無

Ｅ
３ 理事

ハセガワ ヨウイチ

長谷川 陽―
缶

Ｃ
Ｖ̈ 理事

サイトウ アキラ
粧

斎藤 明

監事

エグチ ススム

江口 進
無

０
０ 監事

カトウ キミエ

加藤 貴美江
缶

Ｏ

υ
缶

10 無



書式第 8号 (法第 10条 。第25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人千石ひろぱ実行委員会

1 事業実施の方針
令和 7年度は、当法人の認知度を上げるために、地域住民や地域で働く人たちへ活動内容を

周知することを第一の目標として事業を行っていく。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 528 】千円 )

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 9 1千 円)

定萩に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

地域住民の交
流の場の提供
事業

地域で活動する団体の活
動をする場所の提供 通年 事務所 10人

文京区千
石地域及
び近隣の
住民

600人 240

激響島曼星彗
業

地域住民や団体が作成し
た作品等の展示や販売の
ためのひ と棚 レンタル
BOXを Jき1共

週 3回～
4回 事務所 4人

文京区千
石地域及
び近隣の
住民

30人 39

地域住民の生
活支援事業

地域住民などの生活上の
困りごとの解決支援

随時 事務所 4人
文京区千
石地域及
び近隣の
住民

30人 9

地域住民交流
のための飲食
店の経営事業

地域の子どもから高齢者
までが気軽に集まり交流
できるカフェを実施

週 3回～
4回 事務所 6人

文京区千
石地域及
び近隣の
住民

300人 240

足欣 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

物品販売業 些憾讐雰奨記
体、法人の運営支援のためのバザ 年 3回～

4回 事務所 10人 9



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人千石ひろば実行委員会

事業実施の方針

令和8年度は、当法人が実施している活動に参加利用してもらえる地域住民や近隣住民を増やし

事業の安定化を図るとともに、当法人の活動に賛助していただける個人や団体の賛助会員を獲得する

ための事業を行っていく。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【 2112 】千円 )

(2)その他の事業 (事業費の総費用【 36】 千円)

足承 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受盃
対象者
人数

事業費
(千円)

地域住民の交
流の場の提供
事業

地域で活動する団体の活
動をする場所の提供 通年 事務所 10人

文京区千
石地域及
び近隣の
住民

2400人 960

地域住民団体
の活動支援事
業

増搾黛曇雰鳳禁奪頗発あ
ためのひと棚 レンタル
BOXを提供

通年 事務所 4人
文京区千
石地域及
び近隣の
住民

200人 156

地域住民の生
活支援事業

地域住民などの生活上の
困りごとの解決支援

随時 事務所 4人
文京区千
石地域及
び近隣の
住民

120人 36

地域住民交流
のための飲食
店の経営事業

地域の子どもから高齢者
までが気軽に集まり交流
できるカフェを実施

週 3回～
4回 事務所 6人

文京区千
石地域及
び近隣の
住民

1200人 960

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

物品販売業 些怒讐雰業1孔1体
、法人の運営支援のためのバザ 年 3回～

4回 事務所 10人 36



書式第 10号 (法第 10条・第25条関係)

令和7年度 活動予算書 (その他事業が墨 場合)
設立・定款変更用

利 人 石 ろ

特定非常利活動に係る事業

1小計・合計 ・合計′1ヽ

その他亭彙
合計科 目

20,000
(XЮ

0 a),αЮ

0 0

αЮ

600,000
0 6∞,000

地域住民の交流の場の提供事業収益
地域住民団体の活動支援事業収益
地域住民の生活支援事業収益
地域住民交流のための飲食店経営事業収益

受取補助金

受取利息

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

1 3“ ,0∞

10,0001

60,0100'

228,000
10,CX)0

20. oo0 i

國,. 3",0(Ю

0

020,Oα

0 0

537,0(XD528.000
|
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0
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役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
エアコンクリーニング

減価償却費
印刷製本費

輌
帥
　
枷
　
　
　
画
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書式第 10号 (法第 10条 。第 25条関係 )

令和 8年度 活動予算書 (その他事業が上五場合)
特定■8利活■法人千石ひらば実行晏員会

予定諄営利活■に係る事拿

金   饉 小計・合計

その
合計科 日

00,"0
|

20.000
60,00(,

0,,000

000
000

馴,,(Ю0

a4∞,αЮ
2.400,0(Ю
12,400.呻 0

60.000

∞,000 l,“Ю,αЮ

地域住民の交流の■の提供事業収益
地域住民団体の活動支援事業収益
地域住民の生活支援事業収益
地域住民交流のための飲食店経営事業収益

受取補助金

受取利息

正会長受取会費
■助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入評価益

∞

∞

∞

∞

1.瞑Ю,(渕0

0

4.030.OD

“

.000

0

1

■,、αV
赫 、ゆ

t4t)、の
'

=竜詩喘詢鶏

2.::2.000

36,000

3,,αЮ 2,148.∞ 0

33.0■ 2.148.00●2.112.00(

0

| :,233.0∞

∞
　
　
　
∞

240,0∝ .

60,0001

1,203,6(X)

2

その他の事彙の事業費

2

給料手当

役員報酬
lE職綸付費用
福利厚生費

役員報酬
給料手当
退職綸付費用
櫃利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費
エアコンクリーニング

畿饉姜

…
…減価償却費
印刷製本費

教根

“

衰′
氷直徴 0

“

Oα色

1.233.Oα

3.345.Oα 3“ OD 3.301.600
24.00( 708.400当 " 證 ,

過年度損益修正益

災害損失

当

"1
0 ・ ・ ・ ②
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設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係)

特定非営利活動法人千石ひろば実行委員会 設立趣旨書

1 趣旨
ソーシャルメディアの普及やITによる情報化が進み、さまざまな世代においても情報が共有化で

きるようになったことで生活の利便性が増してきました。また、多様性にも寛容で快適な社会にな

ったと言われています。 しかし、その一方で、少子高齢化による地域コミュニティの希薄化、高齢

者の孤立、障がい者の災害への不安、経済的な困窮など、さまざまな社会的問題が生じています。

人と人とのふれあいや繋がりによつて不安は解消され、安心を得ることができます。仲間を得る

ことで、孤立感は軽減され、地域活動への関与へと発展していきます。顔見知りが増えることに

より、助け合いの気持ちも芽生え地域の防犯対策へと広がっていくのではないでしょうか。

この町で暮らす子どもから大人、高齢者まで、また、この地域で働く人たちも、地域を行き交う

誰もが気軽に利用できる居場所を提供する目的で「千石ひろば」を設立しました。

人々が立ち寄るきっかけとして、カフェ、子ども食堂、駄菓子販売、団体交流スペース提供など

を行っています。また、地域の活動団体が継続して活動できるための受け入れ態勢を整えてきま

した。新しいつながりと継がれていくつながり、共に地域の人々がつながることができる居場所

づくりをめざしています。

任意団体を法人化することにより、社会的な信頼を高め、その成果を広く周知することが可能に

なります。また、協力者の増加、運営の安定化を図ることができ、必要な時に必要な手助けを

いつでも提供できる体制づくりを目指すことができます。

申請に至るまでの経緯

令和 7年 4月 任意団体  「千石ひろば実行委員会」 発足
4月  団体交流スペース提供、子ども食堂実施
5月  カフェ、駄菓子販売など開始
6月 特定非営利活動法人千石ひろば実行委員会の設立を有志で確認
9月  特定非営利活動法人 千石ひろば実行委員会の設立総会開催

2

令和 7年  9月 25日

特定非営利活動法人千石ひろば実行委員会

設立代表者住 所 

氏  名 小田巻  善雄




